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危機管理課・☎⑳２２４７

共助 　～地域で協力して助け合う～
　・自主防災組織による防災訓

           　　　　  練の実施
　・要配慮者の支援体制を決めておく 
　・地区の避難行動マニュアルの策定
　・地域行事などでコミュニケーションを
　　深め、災害時の連携を強化
　

自助 　～自分の身を自分で守る～
      ・水や食料、日用品などを        

　　　　　　　 備蓄
　 ・家具やテレビの転倒、落下防止など
　　家の中の安全対策
　・家族の安否確認方法を決めておく
　・避難所や避難経路などを確認

公助 　～行政による取り組み～
　・自主防災組織への支援

　・地域防災計画の策定、修正
　・非常食、医薬品などの備蓄
　・災害時応援協定の締結　
　・出前講座による啓発

警戒レベル とるべき行動 避難情報など

警戒レベル１ 災害への心構えを高める 早期注意情報（警報級の可能性）
（気象庁が発表）

警戒レベル２ 避難行動を確認 大雨注意報、洪水注意報など
（気象庁が発表）

警戒レベル３ 避難に時間を要する人と
その支援者は避難を開始！

その他の人は避難準備

避難準備・高齢者等避難開始
（市が発令）

警戒レベル４
速やかに避難先へ避難!

移動が危険な場合は、
近くの安全な場所に避難

避難勧告、避難指示（緊急）
（市が発令）

警戒レベル５ 命を守る最善の行動を！ 災害発生情報
（可能な範囲で市が発令）

連携が重要 

　東日本大震災など、大規模災害の発災時は公助
（行政、消防、警察、自衛隊など）の機能には限界

があります。災害による被害を最小限に抑えるために、
日ごろから防災を意識して取り組みましょう。

　水害・土砂災害について住民がとるべき行動を直感的に理解でき
るよう５段階に分けた『警戒レベル』の運用を開始しました。

※必ずこの順番で発表・発令されるとは限りま
せん。これらの情報が発令されていなくても、
身の危険を感じたら避難を開始してください。

Pick
Up!

※警戒レベル３、４、５の避難情報は、消防・防災
情報メール、緊急速報メール、ホームページ、テレビ、
広報車、Yahoo！ 防災速報アプリなどで伝達します。

全員避難！

高齢者などは避難！

既に災害が発生している状況
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Pick Up!
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幼児教育・保育の無償化

▶保育認定の３～５歳児（年少クラス以上）
　ごはん代…実費負担または持参のお弁当
　おかず代…保育料に含む
▶教育認定の児童
　実費負担またはお弁当を持参

こども課・☎⑳２１３８

▶通園送迎費、給食費、行事費などは無償化の対
　象外です。
▶子ども・子育て支援新制度に移行していない幼
　稚園（私学幼稚園）は、月額25,700円を上限に無
　償になりますが、認定や償還払いの手続きが必
　要です。
▶企業主導型保育事業は、各施設で手続きを。

住民税非課税世帯の０～２歳児は無償

①幼稚園、認定こども園に通う教育認定の児童で
②教育時間＋預かり保育を利用し
③『保育の必要性の認定』を受けている 場合は…
　利用日数に応じ月額11,300円を上限に預かり保
　育の利用料が無償
※『保育の必要性の認定』を受けていても、認定要
件以外の目的で預かり保育を利用した場合は、無
償化の対象外となる場合があります。

①認可保育所などを利用できず、認可外保育施設
　などを利用し
②『保育の必要性の認定』を受けている 場合は…
　３～５歳児は月額37,000円を上限に、住民税非
　課税世帯の０～２歳児は月額42,000円を上限に
　無償
※市に確認申請などの手続きを行った認可外施設
などが対象。

▶保育認定の３～５歳児（年少クラス以上）
　ごはん代、おかず代ともに実費負担
※年収３６０万円未満相当世帯、第３子以降の児
童は、おかず代が免除。
▶教育認定の児童
　ごはん代、おかず代ともに実費負担
※年収３６０万円未満相当世帯、第３子
以降の児童は、おかず代が免除。
▶私学幼稚園の児童
　ごはん代、おかず代ともに実費負担
※年収３６０万円未満相当世帯、第３子以降の児
童は、おかず代の一部が補助。

Ｑ．教育認定、私学幼稚園の第３子以降の児童
Ａ．小学校３年生までの兄・姉から数えて第３子
　  にあたる子どものこと。

『保育の必要性の認定』を受ける条件
　〇両親ともに月６４時間以上働いている
　〇保護者に疾病や障がいがある
　〇家族の介護や看護をしている など

幼稚園、保育所（園）、認定こども園、地域型保育、
企業主導型保育事業に通う３～５歳児は無償
※保育認定で通う場合は、年少クラスから無償。

無償化のケースはいろいろ 給食費（ごはん代＋おかず代）
の取り扱いも変わります


